
３，２２０万円 

１億１，２０８万円 

 

１，０４８万円 

４，６００万円 

令和３年度  四国中央市  一般会計補正予算（第２号）の概要  

 

 

１  補 正 予 算 の 規 模 

２億２，４００万円   （補正後予算額 378 億 9,300 万円） 

【歳入】  国庫補助金 1 億 5,808 万円 、 寄附金 1,000 万円 、 繰越金 5,592 万円 

 

 

 

 

２  補 正 予 算 の 内 容 

 

  Ⅰ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 

    

ワクチン接種事業に関連して、集団接種に係る人件費や会場設営委託料など、追加予

算を計上しています。 

 

 

  Ⅱ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業   

     

児童扶養手当受給世帯以外の低所得の子育て世帯に対して、児童一人当たり 

５０，０００円を給付します。 

        

 

Ⅲ 学校トイレ改修事業   

     

小中学校 23校のトイレの洋式化を図るための設計委託料を計上します。 

     新型コロナウイルス感染症対策のための手洗いの自動水栓への改修も行います。  

 

 

Ⅳ  高齢者福祉施設従業者等検査助成事業     ２，２５０万円 

     

高齢者福祉・障がい者福祉施設等の従業者に対して、愛媛県と同様にＰＣＲ検査 

５，０００円・抗原検査３，０００円を補助します。 

 

 

Ⅴ  ひとり親世帯食事券事業 

     

ひとり親世帯の生活と市内の飲食店を支援するために、児童扶養手当の受給者を 

対象に、児童一人当たり一律８，０００円分の食事券を交付します。 

新規 

新規 

新規 



新型コロナウイルスワクチン接種事業について 

 

＜接種順位＞ 

医療従事者、65 歳以上高齢者、高齢者施設従事者、基礎疾患のある方、それ以外の方、の順に接

種を進める。 

 

＜65歳以上高齢者＞ 

【接種対象者】 

約２万８千人（内高齢者施設入所者 1,600 人） 

 

【ワクチンの種類】 

ファイザー社製ワクチン（令和３年２月 14日薬事承認済） 3週間間隔で 2回接種 

※今後は薬事承認申請中のワクチンを使用することも検討 

 

【接種方法】 

個別接種 市内 37医療機関で実施 ※医療機関名については、5月 1日発行の市報に掲載 

集団接種 消防防災センター３階大会議室で実施 ※個別接種の状況により、会場や日時を検討 

施設接種 高齢者入所施設等の巡回接種を実施 

 

【ワクチンの分配】 

4月 12日の及び 26日の週（各 975人分） 

4 月 26 日の週及び 5 月 3 日の週：3 箱 が分配されるため、高齢者施設入所者及び施設従事者分

のワクチン量は確保予定。 

以降、愛媛県及び本市への分配量は不明だが、国において、5 月 10 日の週及び 5 月 17 日の週に

各 10,000箱のワクチン量が確保される見通しである。 

     

【接種の進め方】 

4 月に分配されるワクチン量が限定的であるため、感染リスクが高いとされる高齢者入所施設

の入所者を対象に 4月 19日から 1回目の接種を開始する。（2回目：5月 11日～） 

 5 月中旬以降はワクチンの供給が安定的になると見込まれるため、医療機関での個別接種を 5

月 24日から開始する。 

  

【接種予約】   

令和３年 5月 18日から四国中央市ワクチン予約受付センターで受付開始 

 4月 1日開設（0570-057-089）し、相談受付を開始する。 

 （オンラインでの予約も可能となるよう調整中） 

 
＜64歳以下の方＞ 

基礎疾患のある方を優先し、16歳以上 64歳以下の方の希望する方に接種する。 

9月以降の接種となる見込みのため、接種券等の発送は 7月以降となる見込み。 

※現在薬事承認申請中のワクチンにより接種する場合もある。 4週間間隔で 2 回接種 



３． 事業費 ４，６００万円

４． 事業費内訳

事業費
　住民税非課税の子育て世帯への給付金　　４，５００万円
　　（児童数９００人、対象者５５０世帯）
事務費
　案内通知、口座振込手数料、システム導入委託料等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００万円

５． 支給対象者

（1）低所得のひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯等）
　　①令和3年４月分の児童扶養手当の支給を受けている者
　　　（児童数1,200人、対象者725世帯、事業費6,000万円）
　　②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の
　　　支給を受けていないもの
　　　（児童数35人、対象者20世帯、事業費175万円）
　　③直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
　　　（児童数490人、対象者280世帯、事業費2,450万円）
　　　　⇒　※令和3年度3月補正予算（事業費8,625万円）

（2）その他低所得の子育て世帯（①以外の住民税非課税の子育て世帯）
　　　（児童数900人、対象者550世帯、事業費4,500万円）
　　　　⇒　※今回、補正予算計上

支給時期

（1）①は5月１４日に支給予定（②③も可能な限り速やかに支給（要申
　　　請）※申請の翌月払いを想定）
　
（2）住民税非課税の子育て世帯は具体的な制度が決定次第可能な限り
　　　早期に申請に基づき支給

７．

６． 給付額
児童１人当たり５万円
　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童
　（障がい児の場合は２０歳未満）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子
育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費
等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を
早期に支給する。

国庫補助（１０/１０）
　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
　（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金）

２． 事業目的

１． 担当課 福祉部　こども課

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業



学校施設のトイレ洋式化改修事業概要 

 

 

１． 市内の学校施設の洋式化率の向上について 

・四国中央市 ： 39.7％ （令和３年３月１日現在） 

・愛媛県   ： 44.6％ （令和２年９月１日現在）  

・全国平均  ： 57.0％ （     〃    ） 

 

四国中央市現状（令和３年３月１日現在） 

 和式便器数 洋式便器数 洋式化率 

小学校 18校 445器 300器 40.3 

中学校７校 225器 142器 38.7 

計 670器 442器 39.7 

 

※ 今後、洋式化率を 70～80％へ向上予定 

 

 

 

２． 設計委託料の算定 

  ・市内の学校施設（25 校中 23 校） ： ３，２２０万円 

  ※２校については、既に当初予算(280 万円)に計上済 

 

 

 

３． 改修内容（案） 

・和式便器から洋式便器へ改修 

・トイレブースの改修（1 区画面積の増加） 

・トイレ内手洗いを自動水栓へ器具変更（トイレ手洗のみ） 



高齢者福祉施設等における感染症検査費用補助事業について 

 

 

１．事業目的 

  高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の予防・早期発見によりサービス事業の継続に資すること

を目的として、従業者が検査を行った場合に、当該検査費用の一部を県助成事業に上乗せして支援するもの。 

 

 

２．対象施設 

  (1)介護保険施設及び介護サービス事業所（訪問･通所･短期入所系事業所、グループホーム等居住系施設） 

  (2)有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・生活支援ハウス 

  (3)障がい者・児各サービス事業所   等 

 

 

３．助成対象検査 

  PCR 検査及び抗原定量検査 

  ※但し、行政検査や発熱等症状がある者に対して行う検査を除く。 

 

 

４．助成額 

対象施設従業者が検査を行った場合に、検査種類に応じ１件当たり次の額を県助成額に上乗せして助成 

検査種類 助成額 備考 

PCR 検査 5,000 円 
いずれの助成額も県助成額に同じ。 

抗原定量検査 3,000 円 

  ※平均的な自費検査費用は PCR 検査 15,000～20,000 円程度、抗原定量検査 5,000～10,000 円程度。 

 

 

５．助成対象期間 

  令和３年４月１日～   

※大型連休前後に検査要望が増加することが見込まれること等を踏まえ、当該日以降に県において助成に係る交

付決定通知がなされたものを対象とする。 

 

 

６．予算計上額等 

  22,500,000 円 

   

 

７．その他 

  令和３年４月 21 日現在、自費検査実施医療機関を確認の結果、市内３医療機関において対応可能とのこと。 

  また、当該医療機関以外の場合でも高齢者施設等の協力医療機関や市外医療機関等において実施した場合も対象

とする。 



ひとり親世帯食事券交付事業 

 

大黒工業株式会社(中曽根町)から市に対し、ひとり親世帯と飲食店への支援を目的に  

１,０００万円が寄附されたことに伴い、子育て中のひとり親世帯に対して「しこちゅ～

Eat！もっと！！キャンペーン」の登録店で利用できる食事券（８，０００円／人）を配付し、

家計負担の軽減と市内飲食業への支援にも繋げようとするものです。 

 

【食事券配付対象者】 

 〇 令和３年４月の児童扶養手当受給者（全部支給停止者含む）で 

引き続き四国中央市に住所を有する方 

〇 対象児童数 約１，２００人（約７５０世帯） 

 

【食事券配付額】 

 〇 対象児童１人当たり８，０００円（１，０００円券×８枚） 

 

【食事券利用方法】 

 〇 「しこちゅ～Eat！もっと！！キャンペーン」登録店で料金を支払う際に、「食事券」を 

店側にお渡しください。 

 

【食事券利用可能店舗】 

 〇「しこちゅ～Eat！もっと！！キャンペーン」登録店 約１００店舗 

 

【食事券有効期間】 

 〇 ５月中旬（食事券発送日）～ ８月３１日（約３ヵ月半） 

   ※ 但し、コロナの感染状況によっては、延期する可能性があります。 

   ※「しこちゅ～Eat！もっと！！キャンペーン」食事券の 

有効期限（５月３１日）を３ヶ月延長します。 

 

飲食店 

食事券交付 
（8,000 円分） 

食事券で支払い 

支払い 

実績に応じて

毎月請求 
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